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Ⅰ　次に掲げる料金の範囲内の料金の届出をする場合 別　　添

１、普通倉庫保管料

（１）基本料率 （単位　円）

従価率(1,000円につき) 従量率(1トンにつき）

米・麦・粉類 ０．６０～１．７０ １３０　～　　２６０

その他の穀飼類 １．５０～２．８０ １８０　～　　４６０

たばこ ０．６０～０．８０ １１０　～　　３５０

農産物・木材 ０．９０～１．８０ ２６０　～　　３４０

水産品 １．４０～１．８０ ３６０　～　　９００

塩 ０．８０～１．００ 　７０　～　　１９０

砂糖 １．４０～１．８０ ２１０　～　　４００

１．４０～２．８０ ２２０　～　　３６０

１．００～１．３０ ３５０　～１，０２０

生糸・毛類 ０．７０～１．３０ ３８０　～　　５００

その他の繊維原料 ０．９０～１．８０ １１０　～　　２６０

１．４０～１．８０ ２２０　～　　６１０

貴金属地金 ０．０４０～０．０５０ (注)１kgにつき　１６０ ～ ２１０

鉄材・鉄製品 １．４０～１．８０ １２０　～　　１６０

地金・自動車・車両

金物製品（洋食器・空缶類） ０．９０～２．１０ ２３０　～　　５８０

機器・器具・部品

（家庭用電気・ガス・石油器具のみ）

その他の金属・機械類 ０．９０～２．８０ ６５０　～１，２３０

中 区 分

穀 肥 類

大 区 分

農 林 水 産 品

塩 ・ 砂 糖 類

食 料 工 業 品

繊 維 原 料

繊 維 製 品

金 属 ・ 機 械 類

紙 ・ パ ル プ 類
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従価率(1,000円につき) 従量率(1トンにつき）

１．００～２．５０ １３０　～　　３１０

薬品類（医薬品のみ）

染料・塗料

油脂・ろう類 １．３０～２．８０ ４６０　～　　７４０

化学製品

　（化粧品・合成樹脂素材のみ）

その他の化学工業品 １．４０～３．１０ ２００　～　　４１０

セメント １．４０～１．８０ １７０　～　　２２０

板ガラス １．４０～１．８０ ４４０　～　　５７０

１．４０～３．００ ３７０　～　　６３０

１．４０～１．８０ 1，０１０　～１，３１０　 

１．４０～１．８０ ３２０　～　　４２０

３．５０～４．６０ ４６０　～　　６１０

（２）適用規定

① 保管料は暦日によって１日かあ１０日までと、１１日から２０日までと、２１日から月末までとをそれぞれ一期として計算する。

② 従価率による算出は寄託申込価格（寄託申込価格が不適当と認められるときは時価による。）により、従量率による算出は正常な

重量または体積による。

③ 重量は１，０００キログラムをもって１トンとし、体積は１．１３３立方メートルをもって１トンとする。

④ トン数は重量、体積のいずれか大なる方による。

⑤ 保管料は従価率と従量率とによって算出した金額を合算する。

⑥ 請求１口の最低料金を規定することができる。（具体的に金額を明示のこと。）

化 学 工 業 品

窯 業 品

ゴ ム 類

皮 革 類

鉱 産 品

雑 品

中 区 分

肥 料 類

大 区 分

4



（３）割増料率

① 下記貨物には、基本料率に次の割増率を付加する。割増が重複する場合は、各割増率を合算して基本料率に乗じる。

イ、 保税貨物 基本料率の３割増以内

ただし、無税品は基本料金率の１割増

ロ、 定温倉庫蔵置貨物 基本料率の８割増以内

ハ、 くんじょう倉庫蔵置貨物 基本料率の２割増以内

ニ、 消防法等の危険品

（イ）　消防法の規定による 危険等級Ⅰ及びⅡの危険物

並びに危険等級Ⅲの危険物のうち第４類第二石油類 基本料率の30割増以内

同　上 危険等級Ⅲの危険物（第４類第二石油類を除く。） 基本料率の10割増

同　上 指定可燃物（特別の設備を要したものに限る。）

（Ⅰ）損害保険料率算定会の決定による 危険品 基本料率の５割増

（Ⅱ） 同　　　　　上 普通品 基本料率の３割増

（ロ）　高圧ガス取締法の規定による高圧ガス 基本料率の30割増以内

（ハ）　損害保険料率算定会の決定による Ａ級危険品 基本料率の２割増

Ｂ級危険品 基本料率の５割増

特別危険品 基本料率の10割増

（イ）、（ロ）、（ハ）の割増は合算せず、いずれか大なる方を適用する。

② 酒税又はたばこ税未納貨物、遭難貨物、特大品、荷造不完全・積載不適・積載制限・小口貨物、有毒性・汚損性・強臭性貨物又は

ばら貨物については、基本料率による料金のほかに寄託者と協議のうえ決定する。

（４）割引料率

① 大口貨物のうち一定数量以上のものを一定期間以上保管する場合は基本料率を割り引く。（具体的条件等を明示のこと。）

② 野積保管の貨物であって、特に資材又は設備を要しない場合は基本料率の２割引以内とする。
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（５）その他の料金

① 保管期間の極めて短い貨物には短期定額料金を適用する。（具体的条件等を明示のこと。）

② 寄託者の要求により特別の事務処理等を行った場合の料金

イ、 在庫証明書、在庫報告書、送状、温湿度等の調査報告書又はこれらに準ずる諸書類の作成 具体的に金額を明示のこと

ロ、 電算機その他の危機を使用した特別な事務処理等 寄託者と協議のうえ決定する

③ 寄託者の要求により貨物の検品・検査の立合い、機械による湿度調整、その他貨物の

保管に特別の手数又は設備を要した場合の料金 寄託者と協議のうえ決定する

④ 倉庫証券発行等手数料金 具体的に金額を明示のこと

（６）消費税の加算

（１）から（５）までによって計算した料金に国が定めた消費税額を、別途加算する。

ただし、保税蔵置場に蔵置中の輸出入貨物に係る料金については、この限りではない。
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２、普通倉庫荷役料

（１）基本料率

① 庫入又は庫出料金 （１トンにつき、単位　円）

３２０　～　　５９０

２７０　～　　５００

５９０　～　　８９０

５１０　～１，０４０

７２０　～１，３８０

７５０　～１，２４０

６１０　～　　８２０

７１０　～１，２８０

８１０　～１，１００

1，１４０　～１，７００　 

９６０　～１，３００

５８０　～　　９９０

５７０　～１，０６０

７４０　～　　９９０

1，４４０　～２，３８０　 そ の 他

家 庭 用 電 気 ・ ガ ス 石 油 器 具

タイヤ・巻取紙・木材・製材・石材

非 鉄 金 属

そ の 他

農 水 産 物 ・ 製 茶 ・ コ ル ク

ば ら 貨 物

そ の 他

雑 貨 ・ 機 械 類 ・ モ ー タ ー サ イ ク ル

有 姿 貨 物

た る 物

ベ ー ル 類

大 区 分 区 分

コ ン テ ナ 実 入

コ ン テ ナ 空

袋 物

そ の 他

パ レ タ イ ズ 貨 物

包 装 品

料 金

ユ ニ タ イ ズ 貨 物
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② ばら貨物の艀揚ー袋詰ー庫入作業料金 （１トンにつき、単位　円）

　米、小麦 １，７４０　～　２，３６０　 

　メイズ、マイロ、大豆、大麦 ２，０８０　～　２，８３０　 

③ 庫出コンテナ詰又はコンテナ出し庫入作業料金

１トンにつき １，８００　～　２，７００　円　 

（２）割増料率及び割引料率

① 割増料率

内 容

艀揚庫入又は庫出艀積荷役 庫入又は庫出料金の２割５分増

福島県、宮城県、岩手県 基本料率の２割増

青森県、岩手県の内水沢及びその以北、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県

福井県、長野県、京都府の内舞鶴及びその以北、鳥取県、島根県、岐阜県の内高山 基本料率の３割増

及びその以北

北海道 基本料率の４割増

接岸船舶の積卸しに直接接続する庫入庫出の荷役 庫入又は庫出料金の２割５分増

１７時から２１時３０分までの間における荷役 基本料率の６割増

土曜日（当該週の月曜日から金曜日までの間に国民の祝日（振替休日を含む）がある場合における土曜日を除く）における荷役 基本料率の６割増

日曜日・祝祭日における荷役 基本料率の10割増

雨天・雪天時における荷役 基本料率の１割増

基本距離（注）を超える距離の荷役であって（１トンにつき、単位　円） １４０　～　１９０

その超過距離が５０メートル以内のもの １７０　～　２３０

２階以上の倉庫への貨物の庫入又は２階以上の倉庫からの貨物の庫出荷役 基本料率の３割増以内

（注）基本距離とは、艀揚庫入又は庫出艀積荷役にあたって８０メートル、庫入又は庫出荷役にあっては５０メートルとする。

超 過 距 離 荷 役

多 階 建 倉 庫 荷 役

撤貨物

一般貨物

割 増 率種 別

冬 期 荷 役

半 夜 荷 役

雨 天 ・ 雪 天 荷 役

土 曜 日 荷 役

日曜日・祝祭日荷役

12月1日~3月31日
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② 割引料率

内 容

荷主から１荷役引受けにおいて、同一貨物の量が 1,000ﾄﾝ以上～3,000ﾄﾝ未満 全量 基本料率の5％割引

１，０００トン以上の場合 3,000ﾄﾝ以上 全量 基本料率の7％割引

同一荷主から３か月以上の長期契約に基づき、１回 １回当たり３，０００トン以上の荷役につき

当たり３，０００トン以上の荷役を１か月に２回以上、 基本料率の5％割引

３か月連続して引き受けた場合

（３）その他の料率

① 特殊荷役料率

はい替 庫入又は庫出料率の８割

仕　訳 庫入又は庫出料率の３割

看　貫 庫入又は庫出料率の３割（計量器使用、検量立会人の費用は含まず。別途実費を申し受ける。）

仮　置 庫入又は庫出料率の３割

庫移し 庫入又は庫出料率の合算額

② 量目調整量 実　費

③ 荷直料

（１トンにつき、単位　円）

　メイズ、マイロ、大豆、大麦 １６０　～　１９０

　そ　の　他 １３０　～　１６０

紙袋、ビニール袋 １６０　～　１９０

（注１） 本料率は取扱貨物全数量に適用する。

（注２） 本料率には材料費を含まない。

（注３） 袋物以外は実費を申し受ける。

長 期 大 量 割 引

大 口 数 量 割 引

麻 袋

種 別 割 引 率
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④ 待機料 （１口１時間につき、　単位　円）

昼間（8時30分から １５，４２０ ２４，６２０ ３３，８７０ ４３，１００ ５２，３４０ ６１，５７０

17時00分まで） ～　２０，７４０ ～　３３，１３０ ～　４５，５６０ ～　５８，０００ ～　７０，４２０ ～　８２，８５０

半夜（17時00分から ２３，９８０ ３８，３００ ５２，６８０ ６７，０６０ ８１，４２０ ９５，８００

21時30分まで） ～　３２，２６０ ～　５１，５４０ ～　７０，８７０ ～　９０，２２０ ～１０９，５４０ ～１２８，８８０

⑤ 最低料金 （１口につき、　単位　円）

昼間（8時30分から １２２，２６０ １９５，３７０ ２６８，６４０ ３４１，９７０ ４１５，２３０ ４８８，５７０

17時00分まで） ～１６４，５２０ ～２６２，８５０ ～３６１，４５０ ～４６０，１３０ ～５５８，６３０ ～６７５，３１０

半夜（17時00分から １２２，２６０ １９５，３７０ ２６８，６４０ ３４１，９７０ ４１５，２３０ ４８８，５７０

21時30分まで） ～１６４，５２０ ～２６２，８５０ ～３６１，４５０ ～４６０，１３０ ～５５８，６３０ ～６７５，３１０

⑥ トラック積卸手伝料金

庫入又は庫出料率の５割以内

（４）分担金等

艀揚庫入又は庫出艀積作業に対し、次の料金を申し受ける。

① 港湾福利分担金 １トンにつき ４円

② 港湾労働法関係付加金（５大港に限る。） １トンにつき １円５０銭

③ 労働安全基金 １トンにつき ３円５０銭

（注）港湾労働法関係付加金は、港湾労働法に基づき指定された港湾において、同法の適用を受ける倉庫で作業した場合に申し受ける。

19人～21人（20人）

4人～6人（5人） 7人～9人（8人） 10人～12人（11人） 13人～15人（14人） 16人～18人（17人） 19人～21人（20人）

4人～6人（5人） 7人～9人（8人） 10人～12人（11人） 13人～15人（14人） 16人～18人（17人）
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（５）個別に協議して定める料金

① 特殊な貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）の荷役、又は特別な荷役（荒天時荷役、見本

採取等を伴う荷役等）の場合は、基本料率のほかに、荷主と協議のうえ決定した金額を申し受ける。

② 荷主の要求により検品、改装、改梱、見本採取、特殊仕訳、マーク刷、エフ付、詰合せ、詰替えその他の作業を行った場合には、

荷主と協議のうえ別途実費を申し受ける。

③ 基本距離を超える距離の荷役であって。その超過距離が５０メートルを超える場合は、基本料率のほかに、荷主と協議のうえ別途

実費を申し受ける。

④ 荷主の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合には、荷主と協議のうえ別途実費を申し受ける。

⑤ 天災等特別の事由により、労働者の確保が著しく困難なときは、一定の期間を限り荷主と協議のうえ特別料金を申し受けることが

ある。

⑥ 高価品の明告ある貨物、危険品貨物は、荷主と協議のうえ決定した金額を申し受ける。

⑦ 荷主の要求により、電算機その他の機器を使用して特別な事務処理等を行う場合は、荷主と協議のうえ決定した金額を申し受ける。

⑧ 本料率表に記載のない事項については、その都度荷主と協議のうえ決定した金額を申し受ける。

（６）料率の適用

① 料金の計算

イ、 　計算トン数（コンテナを除く。）は、従量１，０００キログラムをもって１トンとして計算したトン数又は体積１．１３３

立方メートルをもって１トンとして計算したトン数のいずれか大なる方とする。

　なお、慣例により計算トン数の算出に当たり重量に一定の係数を乗じて得た数値を使用している場合には、その例による。

ただし、次の場合の系数は、それぞれの定めるところによる。

（ⅰ） メイズ、マイロ、大豆、大麦の撤艀揚ー袋詰ー庫入作業 １．０

（ⅱ） 袋物のメイズ、マイロ、大豆、大麦 １．２

（ⅲ） 袋物のペレット状飼料 １．３

（ⅳ） 袋物のふすま １．８
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ロ、 　コンテナの計算トン数は、実入、空とも２０フィート型は１個当たり３２トン、４０フィート型は１個当たり４８トンと

する。２０フィート型未満のコンテナは、２０フィート型を基準とする換算トン数をもって計算トン数とし、３５フィート

型及び４５フィート型等は４０フィート型と同じとする。

ハ、 　１個の体積が０．０２５立方メートルに満たない貨物は、１個の体積を０．０２５立方メートルとして計算トン数の算出

をする。

ニ、 　割増料率又は割引料率が重複する場合は、基本料率にそれぞれの割増率又は割引率を乗じて得た額を基本料率に加算し、

又は基本料率から差し引く。また超過距離荷役が重複する場合には、その割増額を基本料率に加算する。

ホ、 　庫入又は庫出１回の最低料金を規定することができる。（具体的に金額を明示のこと。）

② その他の料率の適用

イ、 　待機料

　本料金は、荷役開始時刻（昼間荷役にあっては８時３０分、半夜荷役にあっては１７時００分）以降における本船入港待

又は天候若しくは揚貨装置故障等による荷役待機が生じた場合であって、昼間荷役にあっては８時３０分から１７時００分

までの間、半夜荷役にあっては、１７時００分から２１時３０分までの間に発生した待機時間について適用する。

　ただし、待機事由が倉庫業者の責に帰さないものであるときに限り適用する。

ロ、 　最低料金

　本料金は、次の各号に該当する場合に適用する。ただし、これ等の場合が倉庫業者の責に帰さないものであるときに限り

適用する。

（イ）荷役手配の取消の場合

ａ 　昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の１５時）以降２時間を経過してからの取消については、昼間荷役の最低料

金を適用する。

ｂ 　半夜荷役の手配申し受け最終時刻（当日の１５時）以降の取消については、半夜荷役の最低料金を適用する。
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（ロ）半端荷役等の場合

　荷役開始後における作業中止又は少量作業若しくは荷役待機等により、昼間荷役及び半夜荷役の区分毎に当該作業に係る

請求金額がそれぞれの最低料金に満たない場合は、該当の最低料金を適用する。

（７）消費税の加算

（１）から（６）までによって計算した料金に国が定めた消費税額を、別途加算する。

ただし、保税蔵置場に蔵置中の輸出入貨物に係る料金については、この限りではない。
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